
正田 サンパーク　新見店 高尾 シゲタ化粧品店 高尾 ㈲フナコシ 井倉 ふるさと民芸茶屋

㈱まるだい　プラザ店 西方 江川化粧品店 新見 ㈲佐々木文正堂 上市 おかやまジビエみなみ

Ａコープあしん 草間 カフェ・オトノハ

フレスタ　新見店 高尾 相知写真館 高尾 ㈲森永クリーニング 正田 あしん広場 焼肉レストラン千屋牛

リカーズ　新見店 ＆カフェ 寿司一

神郷下神代 ㈲ライフストア 正田 あしん広場 グリーンセンター 金谷 ㈱二鶴堂 いんでいら

哲西町矢田 ささきストアー お好み焼き　あい

セイコー堂 大佐小阪部 行政書士 藤沢正則事務所 仕出し もり

金谷 ㈲中山精肉店 メガネ21岡山新見店 新菜苑

西方 YショップNiUサクセス店 大佐小阪部 ナンバ時計店 正田 ドコモショップ 新見店 関侯

唐松 MSファーム㈱ 名代中華そば 山金

大佐田治部 福島商店 高尾 ドンドン 新見 新見SS 錦寿司

大佐小阪部 ㈱安達建設 まるしげ

金谷 さつき屋　金谷本店 高尾 ダイソー にいみプラザ店 ㈲井山商店 みぃちゃん

高尾 さつき屋　プラザ店 神郷下神代 アトリエ カシュカシュ 大佐田治部 ㈲池田石油 メルヘン

新見 和洋菓子司 青柳本舗 哲多町蚊家 Azjina 哲西町畑木 給遊館182 焼肉・ステーキ 牛弘

哲西町矢田 生熊石油 カフェ＆居酒屋　紬

正田 あしん広場 特産館 上熊谷 KUMATANI Spa&Massage 喫茶　美香

西方 新見市観光案内所 新見 エディオン　新見店 にいみ茶屋

哲西町大野部 ㈱米見 哲西町畑木 ㈲渋川自動車 焼肉　金山

哲西町矢田 道の駅　鯉が窪 新見 家元電気（株） あじ彩

石蟹 ㈱自光モータース 味の庄 伯備

正田 ザグザグ新見店 大佐小阪部 北備自動車修理工場（有） 西方 新見美術館 海州

高尾 ザグザグ新見高尾店 哲西町畑木 ㈲一晃 カフェ SAVOY

安達太陽堂 西方 Loyce 喫茶 庄(新見美術館内)

新見 新見堂薬局 正田 ミカミ　サンパーク店 ベーカリーカフェSUN-SUN

西井山陽堂薬局 ㈲セムラスポーツ 正田 ㈱ジュンテンドー新見店 頌山堂・カフェ標

バリエ　新見店 西方 コメリ H＆G 新見店 アーリーモーニング

神郷高瀬 神郷温泉 まるみや らーめん大和

千屋花見 新見千屋温泉いぶきの里 ミカミ　プラザ店 西方 三輪刃物工場 哲西町矢田 道の駅　鯉が窪　山野彩館

豊永佐伏 藤野商店 哲多町宮河内 哲多食源の里 祥華

新見 ㈲マルタ開発 新見 TO-BE 美・美 神郷下神代 ニューなかよし

安藤衣料品店 ヘアーサロン　みかみ パン屋

松本商店 哲西町矢田 こめ工房

千屋 ㈲黒田商事

哲西町大野部 ㈲沖津食品

新見

高尾

雑貨店

新見市オリジナルICOCA 加盟店一覧表

文具・OA機器 飲食店化粧品

高尾

資材店

写真業 クリーニング

印刷物

代書業

携帯電話販売

ガソリンスタンド

和洋菓子製造販売

スーパー

飲食料品店

おもちゃ・ベビー用品

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

高尾

大佐小阪部
温浴施設

薬局

直売所・特産品販売

高尾

家電量販店

美術館

自動車販売及び修理

バイク・自動車販売

マッサージ・整体

ギフトショップ

衣料・身の回り取扱店

電気店

カフェ・レンタルスペース・サロン 西方

ホームセンター

旅客運送業

刃物製造販売

菓子製造業

高尾

理容・美容店

大佐小阪部



新
見
市
地
域
ポ
イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
規
約

 
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
約
は
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
西
日
本
」
と
い
い
ま

す
。
）
が
発
売
す
る
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
利
用
者
に
対
し
て
、
一
般
社
団
法
人

新
見
市
観
光
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
い
ま
す
。
）
が
提
供
す
る
ポ
イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

（
以
下
「
本
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
い
ま
す
。
）
の
内
容
及
び
適
用
条
件
等
を
定
め
、
も
っ
て

利
用
者
の
利
便
性
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。
 

 （
適
用
範
囲
）
 

第
２
条
 
本
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
適
用
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
約
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
ま
す
。
 

２
 
こ
の
規
約
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令
及
び
Ｊ
Ｒ
西
日
本
が
定
め
る
「
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
約
款
（
平
成

15
年

10
月
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
公
告
第

19

号
）
。
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
約
款
」
と
い
い
ま
す
。
）
」
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
電
子
マ
ネ
ー
取
扱
約

款
（
平
成

1
7
年
９
月
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
公
告
第

17
号
）
。
（
以
下
「
電
子
マ

ネ
ー
約
款
」
と
い
い
ま
す
。
）
」
「
地
域
ポ
イ
ン
ト
用
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
取
扱
規
則
」
等
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。
 

 （
用
語
の
定
義
）
 

第
３
条
 
こ
の
規
約
に
お
け
る
主
な
用
語
の
定
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
ま

す
。
 

 
 
⑴
 
「
地
域
ポ
イ
ン
ト
」
と
は
、
新
見
市
及
び
協
会
が
発
行
者
と
な
り
、
こ
の
規
約
に

従
っ
て
利
用
者
に
付
与
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
を
い
い
ま
す
。
 

 
 
⑵
 
「
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
」
と
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
可
能
と
す
る
た
め
、

あ
ら
か
じ
め
協
会
に
利
用
登
録
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
を
い
い
ま
す
。
 

 
 
⑶
 
「
新
見
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
」
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
と
し

て
、
新
見
市
が
市
民
に
無
償
で
交
付
す
る
別
紙
に
定
め
る
デ
ザ
イ
ン
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ

を
い
い
ま
す
。
 

 
 
⑷
 
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店
」
と
は
、
協
会
が
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
電
子
マ

ネ
ー
及
び
地
域
ポ
イ
ン
ト
取
引
に
係
る
加
盟
店
と
し
て
指
定
し
た
店
舗
等
を
い
い

ま
す
。
 

 
 
⑸
「
利
用
月
」
と
は
月
初
日
か
ら
月
末
日
の
１
ヶ
月
間
を
い
い
ま
す
。
 

 （
利
用
申
請
・
登
録
）
 

第
４
条
 
利
用
者
は
、
本
規
約
に
同
意
す
る
こ
と
で
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
 

２
 
利
用
者
は
、
協
会
が
提
供
す
る
専
用
サ
イ
ト
（
以
下
、「

マ
イ
ペ
ー
ジ
」
と
い
い
ま
す
。
）

に
対
し
て
登
録
を
行
う
こ
と
で
、
マ
イ
ペ
ー
ジ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 （
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
）
 

第
５
条
 
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
で

の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
電
子
マ
ネ
ー
の
利
用
月
（
１
日
は
当
日
午
前
０
時

00
分
か
ら
当
日

23
時

5
9
分
ま
で
の
間
と
し
ま
す
。
）
の
利
用
に
対
し
、
利
用
額
に
協
会
が
定
め
る
ポ
イ
ン
ト
付

与
率
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
た
数
を
地
域
ポ
イ
ン
ト
と
し
、
付
与
し
ま
す
。
た
だ
し
、
協
会

が
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
を
行
わ
な
い
店
舗
等
と
し
て
定
め
た
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ

ン
ト
加
盟
店
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
電
子
マ
ネ
ー
の

利
用
に
対
し
て
は
、
地
域
ポ
イ
ン
ト
は
付
与
さ
れ
ま
せ
ん
。

 

２
 
前
項
の
ほ
か
、
新
見
市
及
び
協
会
又
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店
等
が
実

施
す
る
イ
ベ
ン
ト
に
よ
り
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
に
地
域
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し

ま
す
。
こ
の
場
合
、
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
日
は
協
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。 

３
 
第
１
項
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
地
域
ポ
イ
ン
ト
は
、
利
用
月
の
翌
月
月
末
に
一
括
し
て
付

与
さ
れ
ま
す
。
 

４
 
前
項
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
会
の
運
営
上
の
都
合
に
よ
り
、
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
付

与
日
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

５
 
前
四
項
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｃ
約
款
及
び
電
子
マ
ネ
ー
約
款
の
定
め
に
よ
る
ほ

か
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
な
設
備
等
の
障
害
の
発
生
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
サ
ー

ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
を
利
用
で
き
な
い
場
合
に
は
、
地
域
ポ
イ
ン
ト
は
付
与
さ
れ
ま
せ

ん
。
 

６
 
地
域
ポ
イ
ン
ト
は
、
別
の
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
に
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
 

７
 
新
見
市
及
び
協
会
は
、
第
２
項
の
実
施
や
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
活
用
の
推
進
ま
た
は

利
便
性
の
向
上
を
目
的
に
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
及
び
そ
の
グ
ル
ー
プ
会
社
と
利
用
者
の
サ
ー
ビ

ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
利
用
実
績
を
共
有
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

 （
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
利
用
）
 

第
６
条
 
地
域
ポ
イ
ン
ト
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店
に
お
け
る
商
品
や
サ

ー
ビ
ス
の
代
金
の
支
払
い
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
協
会
が
地
域
ポ
イ

ン
ト
取
引
を
行
わ
な
い
店
舗
等
と
し
て
定
め
た
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店
に

お
い
て
は
、
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

２
 
地
域
ポ
イ
ン
ト
は
、
１
ポ
イ
ン
ト
１
円
と
し
て
換
算
し
ま
す
。
 

３
 
地
域
ポ
イ
ン
ト
は
、
現
金
と
交
換
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

 （
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
効
力
）
 

第
７
条

 
第
５
条
第
１
項
の
定
め
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
有
効
期
限
は
付

与
日
か
ら
６
か
月
と
な
り
ま
す
。
 

２
 
第
５
条
第
２
項
の
定
め
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
有
効
期
限
は
付
与
日

か
ら
６
か
月
を
上
限
と
し
、
協
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。
 

３
 
前
二
項
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
会
の
運
営
上
の
都
合
に
よ
り
、
地
域
ポ
イ
ン
ト
の

有
効
期
限
は
付
与
日
か
ら
６
か
月
を
上
限
と
し
、
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

 （
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
確
認
）
 

第
８
条
 
利
用
者
は
、
協
会
指
定
の
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
用
の
端
末
及
び
マ
イ
ペ
ー

ジ
に
よ
り
、
前
月
か
ら
過
去
６
ヶ
月
の
間
に
付
与
さ
れ
た
地
域
ポ
イ
ン
ト
お
よ
び
利
用
さ

れ
た
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
履
歴
、
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
残
高
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 （
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
残
高
及
び
利
用
情
報
の
引
継
）
 

第
９
条

 
協
会
の
シ
ス
テ
ム
上
の
都
合
や
係
員
の
取
扱
い
誤
り
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
を
交
換
す
る
必
要
が
あ
る
と
協
会
が
判
断
し
た
場
合
は
、
交
換
前
の
サ
ー
ビ
ス

対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
利
用
登
録
及
び
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
残
高
を
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
対
象

Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

 （
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
訂
正
）
 

第
1
0
条
 
協
会
は
次
の
場
合
に
、
利
用
者
が
保
有
す
る
地
域
ポ
イ
ン
ト
を
訂
正
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。
 

 
 
⑴
 
協
会
が
誤
っ
て
地
域
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
た
場
合
 

 
 

 
⑵

 
そ
の
他
、
協
会
が
地
域
ポ
イ
ン
ト
を
訂
正
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
し

た
場
合
 

 （
地
域
ポ
イ
ン
ト
の
不
正
入
手
）
 

第
11

条
 
本
規
約
に
定
め
る
以
外
の
方
法
で
不
正
に
地
域
ポ
イ
ン
ト
を
入
手
し
た
場
合
は
、

当
該
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
を
無
効
と
し
て
回
収
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
保
有
す
る

地
域
ポ
イ
ン
ト
は
無
効
と
な
り
ま
す
。
 

 （
地
域
ポ
イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
又
は
停
止
）
 

第
1
2
条
 
協
会
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

必
要
な
設
備
等
の
保
守
点
検
の
実
施
等
に
よ
り
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
予
告
な
し
に
一

時
的
に
制
限
又
は
停
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

２
 
前
項
に
基
づ
く
本
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
又
は
停
止
に
対
し
、
協
会
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地

域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店
は
そ
の
責
め
を
負
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
当
該
制
限
又
は
停
止
が
、

協
会
の
故
意
又
は
重
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
は
除
き
ま
す
。
 

 （
新
見
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
取
扱
い
）
 

第
1
3
条
 
新
見
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
を
返
却
し
た
場
合
は
、
利
用
登
録
が
解
除
さ

れ
、
本
規
約
に
定
め
る
一
切
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

２
 
新
見
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
を
返
却
し
た
場
合
は
、
当
該
カ
ー
ド
の
地
域
ポ
イ
ン

ト
は
全
て
無
効
と
な
り
ま
す
。
 

３
 
利
用
者
は
、
新
見
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
紛
失
、
盗
難
等
に
よ
る
再
発
行
の
請

求
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

４
 
障
害
に
よ
る
再
発
行
は
、
地
域
ポ
イ
ン
ト
用
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
取
扱
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
ま
す
。
 

 （
免
責
事
項
）
 

第
1
4
条
 
サ
ー
ビ
ス
対
象
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
紛
失
・
盗
難
等
に
よ
り
、
第
三
者
が
地
域
ポ
イ

ン
ト
を
不
正
に
使
用
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
利
用
者
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
協
会
及
び

Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店
は
そ
の
責
め
を
負
い
ま
せ
ん
。
 

２
 
そ
の
他
、
新
見
市
、
協
会
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店

の
責
め
に
帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
か
ら
発
生
し
た
利
用
者
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
新

見
市
、
協
会
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
・
地
域
ポ
イ
ン
ト
加
盟
店
は
そ
の
責
め
を

負
い
ま
せ
ん
。
 

 （
規
約
の
変
更
）
 

第
15

条
 
新
見
市
、
協
会
及
び
Ｊ
Ｒ
西
日
本
は
、
民
法

5
48

条
の
４
の
規
定
に
基
づ
き
、

以
下
の
場
合
は
、
本
規
約
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。
 

 
 
⑴
 
本
規
約
の
変
更
が
、
利
用
者
の
一
般
の
利
益
に
適
合
す
る
場
合
 

 
  

⑵
 
本
規
約
の
変
更
が
、
契
約
を
し
た
目
的
に
反
せ
ず
、
変
更
の
必
要
性
、
変
更
後

の
内
容
の
相
当
性
、
そ
の
他
変
更
に
係
る
事
情
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
も
の
で
あ

る
場
合
 

２
 
本
規
約
を
変
更
す
る
場
合
、
新
見
市
及
び
協
会
は
あ
ら
か
じ
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

公
表
す
る
等
の
相
当
な
方
法
で
、
変
更
内
容
及
び
変
更
後
の
規
約
の
効
力
発
生
時
期
を
周

知
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、
新
見
市
及
び
協
会
は
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
条
件
や
利
用
条

件
に
関
す
る
内
容
の
変
更
を
行
う
場
合
に
は
、
変
更
の
最
低
１
ヶ
月
前
に
事
前
周
知
を
行

う
も
の
と
し
ま
す
。
 

 施
行
期
日
 
2
022

年
10

月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 

 
則

 
2
023

年
 ６

月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 

 
則

 
2
026

年
 ３

月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 ※
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
約
款
」
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
電
子
マ
ネ
ー
取
扱
約
款
」
「
地
域
ポ

イ
ン
ト
用
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
取
扱
規
則
」
は
Ｊ
Ｒ
西
日
本
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
 


